
八戸都市計画区域区分の変更（青森県決定）

　市街化区域及び市街化調整区域の区分を次のように変更する。

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分

「計画図表示のとおり」

２．人口フレーム

平成１２年 平成２２年

都市計画区域内人口 ２５６．０千人　　 ２６２．６千人　　

市街化区域内人口 ２０６．０千人　　 ２１２．６千人　　

配分する人口 － ２０８．２千人　　

保留する人口 － ４．４千人　　

（特定保留） － －

（一般保留） － ４．４千人　　

変更理由

　公有水面の埋め立てが完了した八太郎２号埠頭地区及び河原木１号埠頭地区について、隣接
する地区と一体的な土地利用を促進するため、本案のとおり市街化区域及び市街化調整区域の
変更を行い､計画的かつ合理的な土地利用の実現を図ろうとするものである。

区分
年次



赤書き：変更前
黒書き：変更後

八戸都市計画 区域区分の変更

　市街化区域及び市街化調整区域の区分を次のように変更する。

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分

「計画図表示のとおり」

２．人口フレーム

平成１２年 平成２２年

〃 〃

２５６．０千人　　 ２６２．６千人　　

〃 〃

２０６．０千人　　 ２１２．６千人　　

〃 〃

－ ２０８．２千人　　

〃 〃

－ ４．４千人　　

〃 〃

－ －

〃 〃

－ ４．４千人　　

都市計画区域内人口

市街化区域内人口

配分する人口

保留する人口

（特定保留）

（一般保留）

区分
年次



 

変 更 理 由 書              

 

八戸都市計画区域区分の変更について 

 

 

 

○市街化調整区域から市街化区域の変更する位置 

（総括図のとおり） 

 

 

○市街化調整区域から市街化区域に変更する区域 

八戸市大字河原木字海岸の一部 

豊洲の一部 

（計画図のとおり） 

 

 

○市街化調整区域から市街化区域に変更する面積 

  約 62.2 ha 

 

 

○変更理由 

 昭和 46 年 3 月 20 日に市街化区域及び市街化調整区域の都市計画を決定して

以来、これまで５回の定期的な見直しを行うとともに、３回の随時見直しを行

うなど、農林漁業との調和に配慮しながら市街地整備や都市基盤整備等を進め

てきたところです。 

 今回の見直しは、公有水面の埋め立てが完了した八太郎２号埠頭地区及び河

原木１号埠頭地区について、隣接する地区と一体的な土地利用を促進するため、

市街化調整区域から市街化区域に変更し、計画的かつ合理的な土地利用の実現

を図ろうとするものです。 

 



都市計画の策定の経緯の概要

八戸都市計画区域区分の変更

事 項 時 期 備 考

説明会 平成22年 3月 1日

計画案の縦覧 平成22年 6月 1日 から(2週間)

平成22年 6月14日 まで

市町村への意見聴取 平成22年 6月24日

青森県都市計画審議会 平成22年 7月 9日

決定告示 平成22年 9月13日 青森県告示第６１０号



臨港地区の指定

区域区分の変更
用途地域の変更

②河原木１号埠頭地区

臨港地区の指定
④河原木２号埠頭地区

③八太郎地区
臨港地区の指定

①八太郎２号埠頭地区
区域区分の変更
用途地域の変更
臨港地区の指定

－　１　－

凡        例
変 更 区 域

総 括 図
議案第１号　八戸都市計画区域区分の変更（青森県決定）
議案第２号　八戸都市計画用途地域の変更（八戸市決定）
議案第３号　八戸都市計画臨港地区の変更（青森県決定）
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